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▶令和５年の登米・栗原における労働災害（休業４日以上）による被災者数は、令和５年10月末
日現在、全産業で140人（前年比7.9％減）です。職員一同、「少なくても昨年の被災者数を上回
ることがあってはならない。」との思いで年末に向けて更に気を引き締めながら労働災害の防止
に努めてまいります。引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。
▶令和５年の宮城県全体の労働災害（休業４日以上）による被災者数は、昨年に比して減少して
おりますが、それほど大きな減少とまでは言えない状況です（前年比2.9％減）。
▶令和５年の宮城県全体の労働災害による死亡者数は、令和５年10月末日現在で昨年同時期より
も大幅に多くなっており憂慮すべき状況です。なお、瀬峰署は、死亡者ゼロで推移しております。

労働災害の減少傾向を維持

新型コロナウイルス感染症を除いた労働災害発生状況（10月末現在） ※速報値

管内（登米・栗原）被災者数 県内被災者数
令和４年 令和５年 令和４年 令和５年

休業４日以上 152 140 1956 1899
死亡 ２ ０ 13 18

裏面に続く

「年末年始無災害運動」・「宮城年末年始労働災害防止強化運動」の実施について

年末年始は、何かと慌ただしくな
ることに加えて日没時間の早まりに
よる視界不良、積雪や凍結などによ
る作業環境の悪化等により労働災害
が増加するおそれがあります。是非
とも労使一体となって労働災害の防
止に努めていただき、明るい新年を
お迎えください。
この時期、全国規模で「年末年始

無災害運動」（12月１日～１月15
日）が行われるほか、宮城労働局主
唱による「宮城年末年始労働災害防
止強化運動」（12月１日～１月31
日）が展開されます。裏面において、
これらの運動期間中に取り組んでい
ただきたい事項等をお伝えいたしま
す。



宮城県最低賃金・宮城県特定最低賃金の改正について

「年末年始無災害運動」・「宮城年末年始労働災害防止強化運動」期間中の実施事項

１ 「SafeworK向上宣言」の登録
２ 経営トップによる安全衛生方針の決意表明
３ 安全衛生パトロールの実施
４ 機械設備に係る一斉点検
５ 年末時期の大掃除等を契機とした５Sの徹底
６ 年始時期の作業再開時における安全確認の徹底
７ 年末年始無災害運動用のポスター等の掲出、等

年末年始は、非定常作業に従事する機会が多いかもしれま
せん。非定常作業に従事する場合には、複数の者で事前準備
等を行い危険を回避した後に作業を行うようにください。ま
た、脚立を使用することも多くなるかもしれません。脚立か
らの墜落災害が多くなっておりますので注意を要します。

特定最低賃金 改正額 （現行額） 引上額 発効日
鉄鋼業 1003円 （983円） +20円 令和５年12月15日

電子…製造業 ※ 959円 （919円） +40円 令和５年12月15日
自動車小売業 986円 （946円） +40円 令和５年12月15日
宮城県最低賃金 923円 +40円 令和５年 1 0月１日
※電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業


